
2.6  モニタリングの役割分担計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図   モニタリングの主体と主な役割 

 

協議会設置要綱第 13 条 

（専門委員会） 

第 13 条 専門委員会の専門委員は、協議会に参加するものから選任する。 

2  専門委員会は、議事の進行に際し必要となる専門的知見を有する者の意見を聴取す

ることができる。 

3  専門委員会は、協議会から付託される専門的事項について協議し、第 12 条に規定

する協議会の会議に報告する。 
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